
資料３

　本表は、令和７年４月時点の条例で規定する利用料を一覧としたものです。

　令和８年４月以降指定管理者が設定する利用料は、本表に記載の利用料を上限額として決定すること

となります。

なお、条例で規定する利用料について現状変更の予定はありません。

利用料等一覧表
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【船橋市総合体育館】
(専用利用)

一般

高校生

中学生以下

営利を目的と

しない場合

営利を目的と

する場合

一般

高校生

中学生以下

営利を目的と

しない場合

営利を目的と

する場合

一般

高校生

中学生以下

営利を目的と

しない場合

営利を目的と

する場合

※弓道場、リズムエクササイズ室、大会議室、小会議室、和室及び控室を業として利用する場合は、この表に定める額の3倍

※市内在住者、市内に勤務先がある者及び市内の学校に在学する者以外の者が利用する場合は、この表に定める額の1.5倍

施設 区分

控室

一般

高校生

小・中学生

弓道場

一般

高校生

中学生以下

その他の場

合

入場料の類

を徴収しな

い場合

入場料の類を徴収する場合

アマチュア

が利用する

場合

その他の場

合

入場料の類

を徴収しな

い場合

入場料の類を徴収する場合
メインア

リーナ 入場料の類

を徴収しな

い場合

入場料の類を徴収する場合

サブア

リーナ

多目的室

大会議室

リズムエクササイズ室

小会議室

和室

アマチュア

が利用する

場合

入場料の類

を徴収しな

い場合

入場料の類を徴収する場合

その他の場

合

入場料の類

を徴収しな

い場合

入場料の類を徴収する場合

アマチュア

が利用する

場合

入場料の類

を徴収しな

い場合

入場料の類を徴収する場合

5,280

2,640

1,320

21,120

21,120

31,680

95,040

4,400

現行料金

（2時間当たり)

13,200

6,600

3,300

52,800

52,800

79,200

237,600

2,200

1,100

17,600

17,600

26,400

79,200

3,520

1,760

880

3,520

1,760

880

3,300

1,100

880

1,100
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(個人利用)

一般

高校生

小・中学生

一般

高校生

小・中学生

一般

高校生

小・中学生

一般

高校生

小・中学生

一般

高校生

小・中学生

１月

２時間

１月

２時間

１月

２時間

一般

高校生

中学生

一般

高校生

小・中学生

１月

２時間

１月

２時間

１月

２時間

一般

高校生

小・中学生

※利用を許可した時間を超過した場合の超過額は、その超過した1時間につき、この表に定める額の5割に相当する額

施設

3,000

300

1,500

150

440

330

220

330

浴室

２時間

１回

２時間

１回

卓球室

一般

高校生

小・中学生

温水プール

トレーニング室

一般

高校生

中学生

体力測定室

メインアリーナ

サブアリーナ

多目的室

弓道場

リズムエクササイズ室

区分 単位 現行料金

660

330

160

660

330

160

660

330

160

660

160

660

330

160

7,100

710

3,500

350

1,700

170

2,200

1,100

550

660

330

160

6,000

600
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【船橋市武道センター】
(専用利用)

一般

高校生

中学生以下

一般

高校生

中学生以下

(個人利用)

※利用を許可した時間を超過した場合の超過額は、その超過した1時間につき、この表に定める額の5割に相当する額

一般

高校生

小・中学生

2時間

区分 単位

区分施設

入場料の類

を徴収しな

い場合

第一・第二武道場

（半面につき）

会議室

第一会議室

第二会議室

第三会議室

入場料の類

を徴収しな

い場合

入場料の類を徴収する場合

入場料の類を徴収する場合

相撲場

8,800

1,100

660

660

現行料金（2時間当たり)

440

220

110

現行料金（2時間当たり)

2,200

1,100

550

8,800

3,520

1,760

880

※市内在住者、市内に勤務先がある者及び市内の学校に在学する者以外の者が利用する場合は、この表に定める額の1.5倍

※営利を目的として利用する場合は、この表に定める額の3倍
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